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掌 理 し 、 グ ル ー プ 内 の 職 員 又 は あ ら か じ め 定 め ら れ た 事 務 を 担 当 す る 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

２ 副 室 長 は 、 三 重 県 公 立 学 校 教 員 を も っ て 充 て る こ と が で き る 。

第 十 八 条 を 次 の よ う に 改 め る 。

（ 地 域 機 関 の 職 制 及 び 職 務 の 権 限 ）

第 十 八 条 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー に 、 次 の 職 を 置 き 、 そ の 職 務 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。

一 所 長 上 司 の 命 を 受 け て 、 埋 蔵 文 化 財 セ ン タ ー の 事 務 を 掌 理 し 、 部 下 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

二 課 長 上 司 の 命 を 受 け て 、 課 の 事 務 を 掌 理 し 、 課 内 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

第 十 九 条 第 一 項 の 表 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 二 十 条 各 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

一 主 事 上 司 の 命 を 受 け て 、 担 当 事 務 を 処 理 す る 。

二 技 師 上 司 の 命 を 受 け て 、 担 当 技 術 を 処 理 す る 。

三 学 芸 員 上 司 の 命 を 受 け て 、 担 当 事 務 を 処 理 す る 。

四 主 任 技 術 員 及 び 技 術 員 上 司 の 命 を 受 け て 、 担 当 業 務 を 処 理 す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 八 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 井 村 正 勝

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 一 号

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 事 務 専 決 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 事 務 専 決 規 程 （ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

職

理 事
参 事

総 括 地 域 調 整 ・ 人 事 監

副 参 事

専 門 監

地 域 調 整 ・ 人 事 監

情 報 ・ 危 機 管 理 特 命 監

人 材 特 命 監

特 別 支 援 教 育 特 命 監

学 校 安 全 ・ 安 心 特 命 監

人 権 教 育 特 命 監

新 体 操 ワ ー ル ド カ ッ プ

特 命 監

世 界 遺 産 特 命 監

企 画 員

主 幹
主 査

指 導 主 事

研 修 主 事

人 権 教 育 主 事

人 権 ・ 同 和 教 育 専 門 員

局 付

職 を 置 く 課 所 等

本 庁 又 は 地 域 機 関

本 庁 又 は 地 域 機 関

本 庁 に 限 る 。

本 庁 又 は 地 域 機 関

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 又 は 地 域 機 関

本 庁 又 は 地 域 機 関

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

本 庁 に 限 る 。

事 務 局

職 務 の 権 限

上 司 の 命 を 受 け て 、 特 定 政 策 に 関 す る 事 務 を 掌 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 特 定 の 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 市 町 教 育 委 員 会 と の 調 整 及 び 市 町 立 小 中 学 校

教 職 員 の 人 事 並 び に 特 定 の 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 特 定 の 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 特 定 の 専 門 事 項 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 市 町 教 育 委 員 会 と の 調 整 及 び 市 町 立 小 中 学 校

教 職 員 の 人 事 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 情 報 業 務 及 び 防 災 ・ 危 機 管 理 に 関 す る 事 務 を

処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 人 材 政 策 に 係 る 調 整 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 特 別 支 援 教 育 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 学 校 の 安 全 ・ 安 心 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 人 権 教 育 の 推 進 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 新 体 操 ワ ー ル ド カ ッ プ フ ァ イ ナ ル に 関 す る 事

務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 世 界 遺 産 の 保 存 管 理 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 事 務 局 の 企 画 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 本 庁 又 は 地 域 機 関 の 特 定 の 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 本 庁 又 は 地 域 機 関 の 特 定 事 務 又 は 一 般 事 務 を

処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 法 第 十 九 条 第 三 項 に 規 定 す る 職 務 及 び 特 定 の

事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 教 育 に 係 る 調 査 研 究 、 研 修 及 び 指 導 相 談 に 関

す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 人 権 教 育 の 指 導 に 関 す る 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 人 権 教 育 及 び 同 和 教 育 の 専 門 的 事 務 を 処 理 す る 。

上 司 の 命 を 受 け て 、 事 務 局 の 特 定 の 事 務 を 処 理 す る 。





告 示

三重県教育委員会告示第14号

三重県教育委員会表彰規則取扱規程の一部を改正する告示を次のように定めます。

平成18年 3月27日

三重県教育委員会教育長 安 田 敏 春

三重県教育委員会表彰規則取扱規程の一部を改正する告示

三重県教育委員会表彰規則取扱規程（昭和25年三重県教育委員会告示第24号）の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「写二通を添え所管の教育事務所へ提出するものとし、提出を受けた教育事務所長はこれに推薦書

（第1号様式）」を「写一通」に改める。

附 則

この告示は、平成18年 4月 1日から施行する。

三重県教育委員会告示第15号

三重県個人情報保護条例（平成14年三重県条例第1号）第27条第１項の規定により、本人が口頭により開示請求

をすることができる保有個人情報を次のように定めます。

平成18年 3月27日

三重県教育委員会教育長 安 田 敏 春
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斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 八 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 井 村 正 勝

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 四 号

斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 元 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 中 「 グ ル ー プ 」 を 「 課 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 第 二 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

二 課 長 上 司 の 命 を 受 け て 、 課 の 事 務 を 掌 理 し 、 課 内 の 職 員 を 指 揮 監 督 す る 。

第 三 条 第 ３ 項 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

試 験 等 の 名 称 開 示 を す る 内 容 期 間 場 所

県立高等学校入学者選抜

公立学校教員採用選考試験

推薦入学、特別選抜、特色化選抜及び

自己選択選抜については､

１ 調査書の｢各教科の学習の記録｣欄

の各教科別の｢第３学年｣の評定

２ 面接、｢自己表現｣､作文､小論文、

学力検査、実技検査の各学校ごとの

基準に基づく総合的評価

第一次学力検査については、

１ 学力検査の各教科別の得点及び実

技検査の得点

２ 調査書の｢各教科の学習の記録｣欄

の教科別の｢第３学年｣の評定

３ 面接、｢自己表現｣、作文の各学校

ごとの基準に基づく総合的評価

第１次選考不合格者の５段階に区分し

た総合評価及び個別評価第２次選考不

合格者の５段階に区分した総合評価及

び個別評価

合格内定通知日から

起算して１週間

合格発表日の翌日か

ら起算して１週間

１次、２次選考各合

格発表の日から１年

間

受験した高等学校

受験した高等学校

三重県栄町庁舎情

報公開・個人情報

総合窓口
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